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  区立板橋第六小学校改築事業発注者支援業務委託募集要項 

 

１ 件名 

区立板橋第六小学校改築事業発注者支援業務委託 

 

２ プロポーザル方式実施の趣旨 

本業務は、区立板橋第六小学校改築事業における実施設計段階で設計内容の妥当

性等を検証するとともに施工者へのサウンディング調査を実施して入札不調リスクを低

減し、工事発注に係る発注者（区）の意思決定支援するものであり、区の方針や計画内

容を十分に理解した上で、マネジメントを行うことができる高い技術力や豊富な経験を

有する事業者を選定し、また、近年高騰しているコスト変動に対し、市場の情報を本事

業へ反映するため、公募型プロポーザルにより複数の事業者からの多様な提案を求め

るとともに、総合的な見地から、公正かつ公平な方法で、本業務に最適な事業者を選定

する。 

 

３ 契約期間 

契約締結日から令和 9年 3月 15日まで 

 

４ 契約上限額 

12,100,000円（消費税額を含む） 

 

５ 委託内容 

別紙 1 「仕様書（案）」のとおり 

 

６ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加を希望する者（以下「参加者」という。）は次の要件を全て

満たす単独企業とする。 

（１）東京都板橋区競争入札参加資格（東京電子自治体共同運営電子調達サービスにお

ける建設工事等競争入札参加資格取得者）を有していること。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない

こと。 

（３）東京都板橋区競争入札参加有資格者指名停止要綱（平成 17年 3月 31日区長決

定）による指名停止を受けていないこと。 

（４）参加者又はその役員等が以下の項目に該当しないこと。 

ア 暴力団員等である、又は暴力団員等が経営に事実上参加している。  

イ 暴力団員等を雇用している。  
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ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有している。  

（５）提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。  

（６）提案金額が契約上限額の範囲内であること。 

（７）日本コンストラクション・マネジメント協会の認定コンストラクション・マネージャー（以

下、「CCMJ」という。）及び一級建築士が各々５名以上所属していること。 

（８）建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定により、一級建築士事務所

の登録を受けていること。また、建築士法第 10 条第 1 項の規定による処分を受けて

いる者が所属していないこと。 

２ プロポーザル方式の参加者が契約締結までの間に前項に規定する参加資格要件を

満たさなくなった場合は、その時点で参加資格を失う。また、提案採用者となっていた

場合は、その決定を取り消す。 

 

７ 配置予定技術者に対する要件 

本業務の履行にあたり、次の要件を満たす管理技術者及び主任担当者を配置する

こと。配置予定の管理技術者及び主任担当者の変更は原則として認めない。 

なお、やむを得ない理由により変更する場合は、変更理由と変更する者が同等以上

の技術を有していることについて、区から承認を得なければならない。 

（１）管理技術者（受託者に所属する者に限る。） 

   本支援業務の技術的管理を行う者として管理技術者を配置すること。また、管理技

術者は、ＣＣＭＪ及び一級建築士（以下「ＣＣＭＪ等」という。）の資格を有し、いずれか

のコンストラクション・マネジメント業務（以下「CM 業務」という。）において、発注者の

業務支援を行うＣＣＭＪ等として、次に掲げる同種業務又は類似業務（以下「同種業務

等」という。）の実績がある者であること。 

ア 同種業務 

公共事業における平成 31 年国土交通省告示第 98 号別添２による建築物の第七

号のうち小学校・中学校・小中一貫校・義務教育学校に該当し、延床面積 5,000 ㎡

以上の建築物の新築に係るＣＭ業務のうち、平成 28 年４月１日以降に発注され、本

プロポーザルの参加表明書提出日までに完了している業務を対象とする。 

イ 類似業務 

公共事業における平成 31 年国土交通省告示第 98 号別添２による建築物の第四

号、第七号及び第八号に該当し、延床面積5,000㎡以上の建築物の新築に係るＣＭ

業務のうち、平成 28 年４月１日以降に発注され、本プロポーザルの参加表明書提出

日までに完了している業務を対象とする。 

（２）主任担当者 

   ＣＣＭＪの資格を有する者で、同種業務等のコンストラクション・マネジメント業務に

携わった実績があること。 
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８ 参加方法 

参加資格要件を満たし、本プロポーザル方式に参加を希望する場合は、下記に従い

必要書類を提出すること。 

（１）提出書類 

別紙２「提出書類作成要領」のとおり 

（２）提出期限 

参加表明・１次審査用提出書類  令和 8年 2月 20日（金）17時まで 

２次審査用提出書類         令和 8年 3月 18日（水）17時まで 

（３）提出方法 

窓口へ持参すること。受付時間は、平日の午前 9時から午後 5時までとし、閉庁日

は受付しない。 

（４）提出先 

教育委員会事務局新しい学校づくり課学校整備係（北館６階 12番窓口） 

（５）留意事項 

 ・本プロポーザル方式の参加に要する費用は、全額参加者の負担とする。 

 ・提出された書類の再提出、追加提出及び記載内容の変更は認めない。 

 ・２次審査に係る書類提出は１次審査を通過した者のみとする。 

 

９ 審査方法、審査項目及び審査基準 

提案採用者の選定にあたっては、１次審査（書類審査）及び２次審査（プレゼンテーシ

ョン）の２段階で実施する。 

（１）１次審査（書類審査） 

①審査方法 

参加者が５者以内の場合は、１次審査は参加資格要件のみを審査する。ただし、

参加者が６者以上の場合、審査項目及び審査基準について評価し、評価点の高い

者から順に５者を選定する。 

②審査項目及び審査基準 

別表１ 「１次審査表」のとおり。 

（２）２次審査（プレゼンテーション）※１次審査通過者のみ 

①審査方法 

提案書を基にプレゼンテーション（発表：15分、質疑応答：15分※予定時間であり、

変更する場合がある。）を行っていただき、評価点が最も高い者を提案採用者として

選定する。ただし、評価点が満点の６割を超えないときは提案採用者としないも

のとする。 

②審査項目及び審査基準 

別表２ 「２次審査表」のとおり。 
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③プレゼンテーション方法 

プレゼンテーションでは、75型液晶モニターを使用する。ノート PC については、持

参すること。 

プレゼンテーション内容は、提出した提案書と同じ内容とすること。ただし、提案書

の内容に沿っていれば表現方法を工夫することは可能とする。 

※２次審査（プレゼンテーション）の詳細については、１次審査結果通知時に案内する。 

 

10 提案採用者の辞退又は参加資格要件喪失 

提案採用者が辞退した場合又は契約締結の日までに参加資格を欠く事態に至っ

た場合は、評価順位が高い者から順に提案採用者とすることができる。  

ただし、２次審査の評価点が満点の６割を超えないときは提案採用者としないも

のとする。 

 

11 質問及び回答  

質問はメールにて受付する。質問事項を「プロポーザル質問書」へ記載し、メール件名

を「区立板橋第六小学校プロポーザル質問書（社名）」とした上で、下記のアドレスへ送

付すること。 

また、質問をメールで送付後、「板橋区教育委員会事務局新しい学校づくり課学校整

備係」へ電話し、メールの到達を確認すること。回答は全ての質問者が確認できるよう

区のホームページにて公開する。 

質問の送付先：ky-gkeisui@city.itabashi.tokyo.jp 

到達確認の電話番号：新しい学校づくり課学校整備係 03-3579-2632 

 

12 スケジュール  

公募期間 令和８年２月６日（金）から 

令和８年２月２０日（金）17時まで 

質問受付 令和８年２月６日（金）から 

令和８年２月１３日（金）17時まで 

質問に対する回答公表 令和８年２月１８日（水）12時を予定 

参加表明及び１次審査に係る提出書類の

提出期限 

令和８年２月２０日（金）17時 

１次審査の結果通知 令和８年２月２５日（水）予定 

２次審査に係る提出書類の提出期限 令和８年３月１８日（水）17時まで 

２次審査の実施 令和８年３月２５日（水）午後 

２次審査の結果通知・公表 令和８年３月２７日（金）予定 

    

mailto:ky-gkeisui@city.itabashi.tokyo.jp
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13 プロポーザル方式の結果公表について 

２次審査終了後に、審査項目、審査基準及び審査結果（順位、評価点等）を公表する。

また、提案採用者については、事業者名、提案価格も公表する。  

 

14 予算措置について 

本プロポーザル方式は、令和８年度予算の成立（板橋区議会で３月下旬議決予定）を

前提として行うものであり、予算が成立しなかった場合は、契約締結を行わない場合が

ありますのでご了承ください。  

 

15 提案書等の情報公開について 

プロポーザル方式への参加申込手続以降に、区に提出された書類については、東京

都板橋区情報公開条例に基づき公文書公開請求（情報公開）の対象となります。条例第

6条第 1項各号に該当する事項以外は原則公開となることから、あらかじめ了承のうえ

提出してください。 

 

16 その他 

委託内容に個人情報を取り扱う業務が含まれる場合は、個人情報の保護に関する法

律及び東京都板橋区個人情報保護法施行条例の規定に基づく個人情報の取り扱いに

係る保護措置を講ずる必要があります。  

 

17 問い合わせ先（書類提出先、質問送付先） 

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目 66番１号  

板橋区教育委員会事務局新しい学校づくり課学校整備係（北館６階 12番窓口） 

担当者：伊藤、福地 

電話番号：03-3579-2632 

E-mail：ky-gkeisui@city.itabashi.tokyo.jp 


